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序章 立地適正化計画制度の概要 
   

序-1 立地適正化計画とは 

我が国の都市における今後のまちづくりは，人口の急激な減少と高齢化を背景として，高齢

者や子育て世代にとって安心できる，健康で快適な生活環境や，財政面および経済面において

持続可能な都市経営を実現するため，医療・福祉・商業施設などの都市機能の集約・再編等に

よるコンパクトシティの推進と地域交通ネットワークの再構築等による「コンパクトシティ・

プラス・ネットワーク」の考えでまちづくりを進めていくことが重要となっています。 

「立地適正化計画」は，その実現に向けて，2014（平成 26）年 8 月の都市再生特別措置

法の一部改正により創設された制度で，医療・福祉・商業施設や住宅の立地に焦点が当てられ

る一方，人口が減少に転じ，民間の投資意欲が弱くなるなかで，将来の都市像を明示し，財政・

金融・税制等の経済的インセンティブにより，コンパクトなまちづくりへと誘導していくため

の計画として，市町村が策定することができる計画です。 

 

序-2 立地適正化計画に定める事項 

立地適正化計画は，都市計画区域内において，医療・福祉・商業などの都市機能や居住を誘導

する区域を設定するほか，区域内へ誘導するための施策などを定めるものであり，計画に記載す

べき事項が以下のとおり定められています。 
 
① 立地適正化計画の区域 

② 住宅および都市機能増進施設※の立地の適正化に関する基本的な方針 

③ 都市の居住者の居住を誘導すべき区域（居住誘導区域） 

④ 都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域（都市機能誘導区域） 

⑤ 都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設（誘導施設） 

⑥ 居住の誘導や誘導施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策 

⑦ 都市の防災機能の確保に関する指針（防災指針） 

※都市機能増進施設：医療・福祉・商業・教育文化・行政など都市の居住者の共同の福祉または利便のため必要な施設 

 

 

出典：国土交通省資料をもとに作成 

立地適正化計画制度の概要 序章 
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第１章 計画策定の必要性等 
   

１-１ 立地適正化計画策定の必要性 

本市は，同規模の人口を有する他都市と比較すると，現状では市街地全体に各種機能が立地

し生活の利便性が高いコンパクトな市街地を形成していますが，市内の各所においては，人口

や世帯数の減少などにより空家や空地が増加してきている状況にあります。 

また，総人口は 2020（令和２）年の国勢調査によると約 25 万 1 千人ですが，2040 年

には約 28％減少し約 18 万人となり，そのうち高齢者が 4 割以上，１５歳未満は１割未満と

なるなど，人口減少と少子高齢化が急速に進展するものと見込まれています。 

このように，人口減少や少子高齢化が急速に進むことが予想されるなかで，現在はコンパク

トな市街地を形成している本市においても，医療・福祉・商業・教育文化など市民生活を支え

る生活利便施設や公共交通の維持が困難となるほか，公共サービスの効率の低下も懸念されま

す。 

こうした課題に対応するためには，都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画制度を活用

し，一定のエリアへの生活利便施設や居住の誘導を図るための取組を定めることによって，民

間の設備投資を誘発し，併せて公共施設の集約・再編等による，持続可能な都市経営ができる

まちづくりを進めていく必要があります。 

 

１-２ 計画の位置づけ 

本計画は，「函館市都市計画マスタープラン」の一部として，「函館市基本構想」や北海道が定

める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」のほか，公共交通や住宅，商業，福祉等のまち

づくりに関する関連計画等と連携を図りながら取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画策定の必要性等 第 1 章 
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１-３ 計画の対象区域 

都市再生特別措置法において，計画の対象区域は都市計画区域内としていることから，本

計画の対象区域は，函館市，北斗市および七飯町の行政区域の一部に定められている函館圏

都市計画区域のうち，函館市の都市計画区域内とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 計画対象区域 

 

 

１-４ 計画の期間 

本計画の期間は，2018（平成 30）年から，本市のまちづくりの基本方針を示した「函館

市都市計画マスタープラン」の目標年次である 2030 年までの 13 年間とし，概ね 5 年毎に

本計画で定める目標値の達成状況を検証し，必要に応じて計画の見直しを行います。 
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２-１ 人口の動向 
 

（1） 人口の推移 

総人口は，1980（昭和 55）年の 345,165 人をピークに減少し，2020（令和 2）年

では 251,084 人となっています。また，年齢３区分別人口も，1980（昭和 55）年を境

に，生産年齢人口（15～64 歳）および年少人口（0～14 歳）がともに減少に転じていま

す。一方，老年人口（65 歳～）は増加を続けており，1995（平成 7）年からは老年人口

が年少人口を上回っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 総人口および男女別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 年齢 3 区分別人口の推移 

第 2 章 都市構造の現状と課題 

出典：国勢調査 

※総人口は年齢不詳人口を含む 

出典：国勢調査 

都市構造の現状と課題 第 2 章 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

男性 139,820 151,287 147,635 150,372 153,738 158,937 163,875 160,865 152,198 146,683 140,151 134,868 127,046 120,376 113,965

女性 146,255 155,172 157,837 163,763 168,759 175,479 181,290 181,675 176,295 171,625 165,160 159,396 152,081 145,603 137,119

総人口 286,075 306,459 305,472 314,135 322,497 334,416 345,165 342,540 328,493 318,308 305,311 294,264 279,127 265,979 251,084

1980(S55)

163,875 113,965 
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181,675 
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 － 5 －

 
 

（2） 将来人口 

将来人口は，国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の推計によると，2030 年には

21 万 5 千人，2040 年には 18 万人と，2020（令和 2）年の 25 万 1 千人に対し，そ

れぞれ 3 万 6 千人，7 万 1 千人もの人口が減少するとしています。 

また，2030 年の人口の減少を年齢 3 区分別でみると，老年人口の微減に対し，生産年

齢人口が約 11 万 3 千人，年少人口が約 1 万 9 千人まで減少するとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 総人口の予測 

出典：国勢調査・社人研推計（H30）・函館市資料をもとに作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 年齢３区分別人口の予測 

出典：国勢調査・社人研推計（H30）・函館市資料をもとに作成 

 

  【分析結果】 

・総人口が減少するなかで，特に生産年齢人口が大幅に減少し，高齢者の割合が

高くなると見込まれています。 

⇒人口減少・高齢化の進展により，生活サービス機能の低下や地域コミュニティ

の衰退が懸念されます。 
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（3） 人口密度 

市街化区域内の人口密度は，2020（令和 2）年現在で 47 人/ha で，市街化区域とす

ることができる 40 人/ha を上回る水準にありますが，2040 年には 32 人/ha まで低下

し，市街地が低密度化していくものと想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
2010 年 

（平成 22 年） 
2015 年 

（平成 27 年） 
2020 年 

（令和２年） 
2040 年 

市街化区域面積 4,788ha 4,787ha 

市街化区域内人口 24 万 9 千人 23 万 9 千人 22 万 6 千人 15 万 5 千人 

人口密度 52 人/ha 50 人/ha 47 人/ha 32 人/ha 

図 2-5 町丁目毎の人口密度 

2020（令和 2）年 

2040 年 

出典：R2 国勢調査 

出典：函館市資料 

表 2-1 市街化区域内の人口および人口密度 

出典（市街化区域面積） ：各年時点における告示面積 

出典（市街化区域内人口）：2010～2020 年は国勢調査，2040 年は函館市資料 
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（4） 高齢化率 

市街化区域内の高齢化率は，2020（令和 2）年現在で 35％で，市街化区域の大半で

30％を超えていますが，高齢化率が 41％になると推計される 2040 年では地域的な偏

在がみられ，特に約 45 年前に新規住宅地として土地区画整理事業により供給された本通

地区周辺などは広範囲にわたり 50％を超えるものと想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2010 年 

（平成 22 年） 
2015 年 

（平成 27 年） 
2020 年 

（令和２年） 
2040 年 

市街化区域内人口 24 万 9 千人 23 万 9 千人 22 万 6 千人 15 万 5 千人 

高齢者数 6 万 7 千人 7 万 6 千人 7 万 9 千人 6 万 3 千人 

高齢化率 27％ 32％ 35％ 41％ 

2020（令和 2）年 

2040 年 

図 2-6 町丁目毎の高齢化率 

出典：函館市資料 

出典：R2 国勢調査 

表 2-2 市街化区域内の高齢化率 

出典：2010～2020 年は国勢調査，2040 年は函館市資料 
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  ２-２ 土地利用の動向 
 

（1） 土地利用規制の状況 

行政区域内の土地は，全体の約 7 割が農業振興地域・農用地区域（約 10,030ha）や，

保安林（約 36,921ha）のほか，道立自然公園（約 3,277ha）で占められており，市街

化区域については市域の約 7％となっています。 

 
図 2-7 土地利用規制の状況 

 

（2） 市街地整備等の状況 

市街化区域内の市街地の整備については，面整備事業として，土地区画整理事業（約

1,099ha）や，大規模開発行為（約 301ha），新住宅市街地開発事業（約 109ha）の

ほか，市街地再開発事業（約 2ha）が，市街化区域全体の約 32％の区域で行われていま

す。 

 

図 2-8 市街地整備等の状況 

出典：函館市都市計画マスタープラン（H23）

（R5.4.1 現在） 
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（3） 人口集中地区（ＤＩＤ）の推移 

人口集中地区（DID）は，1960（昭和 35）

年 に は ， 当 時 の 函 館 市 域 の 一 部 の 約

2,060ha となっており，ここに 236,259

人が居住していました。その後，人口や世帯

数の増加に伴って，1970（昭和 45）年には

日吉，昭和，富岡，美原地区等に，1990 

（平成 2）年以降は，西旭岡地区のほか，石

川，桔梗地区等へと人口集中地区が拡大し， 

2020（令和 2）年時点では，人口集中地区

の面積は約 4,355ha，居住人口は 216,044

人（人口密度 50 人/ha）となっています。 

 

 

 

 

（4） 空家の状況 

近年，全国的に「空家」が増加し，社会問題とな

っています。その中でも，適切な管理が行われず放

置されている管理不全な空家の増加が大きな問題

となっています。 

市内の管理不全な空家は，毎年度，平均約 100

棟程度が除却されますが，約 120 棟の新たな空家

も発生しており，2022（令和 4）年度末で 1,351

棟となっています。地区別では西部・中央部地区が

半数以上を占めています。 

表 2-3 地区別の管理不全な空家の数 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

西部地区 462 棟 460 棟 436 棟 41５棟 406 棟 394 棟 391 棟 

中央部地区 404 棟 399 棟 380 棟 362 棟 343 棟 332 棟 323 棟 

東央部地区 138 棟 163 棟 169 棟 171 棟 176 棟 176 棟 194 棟 

北東部地区 96 棟 126 棟 138 棟 148 棟 168 棟 181 棟 198 棟 

北部地区 53 棟 57 棟 63 棟 67 棟 55 棟 58 棟 60 棟 

東部地区 107 棟 126 棟 182 棟 187 棟 185 棟 185 棟 185 棟 

函館市全域 1,260 棟 1,331 棟 1,368 棟 1,350 棟 1,333 棟 1,326 棟 1,351 棟 

 

 

 

 
  

※人口集中地区：国勢調査の基本単位区等を基礎単位として，原則，人口密度が 40 人/ha 以上の基本単位区等が市町村の

境域内で，互いに隣接し，それら隣接した地域の人口が国勢調査時に 5,000 人以上を有する地区のことをいいます。 

【分析結果】 

・新市街地への人口移動や人口減少・高齢化などに伴い，西部地区などの旧函館

市の市街地に管理不全な空家が多く立地しています。 

⇒市街地の安全性の低下や周辺の生活環境への影響が懸念されます。 

図 2-9 人口集中地区（DID）の推移 

北部地区 

北東部地区 

中央部地区 

東央部地区 

⻄部地区 

出典：函館市調査（各年度末現在） 

日吉地区 

昭和・富岡・美原地区 

⻄旭岡地区 

石川地区 

桔梗地区 

出典：国土数値情報（S35～H2７），政府統計の総合窓口 e-Stat（R2） 

東 部 地 区 
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２-３ 生活利便施設の立地状況 
 

都市の居住者の共同の福祉または利便のため必要な都市機能増進施設のうち，医療，福祉，

子育て支援，商業の各施設の立地場所について，その施設からの徒歩圏内の人口をもとに，市

民生活の利便性（徒歩圏人口カバー率）を検証した結果は，次のとおりとなっています。 
 

（1） 医療施設 

医療施設（内科・外科）の立地場所については，一般的な徒歩圏であるその施設から半

径 800m の範囲で確認すると，市街化区域内人口の約 92％（約 20.8 万人）をカバーし，

地域住民にとって利便性が高い状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-10 医療施設（内科・外科）の分布状況と人口カバー率 

 

 

 

  

※１ 各施設等の徒歩圏内の人口（市街化区域内に限る。）の合計／市街化区域内人口 

※２ 都市構造の評価に関するハンドブック（H26.8 国土交通省）を参考に設定 
 

出典：人口は R2 国勢調査，施設は R4 函館市調査

※２ 

※１ 



 

 － 11 －

（2） 高齢者介護施設 

高齢者介護施設のうち，通所系の介護施設の立地場所については，一般的な高齢者の徒

歩圏であるその施設から半径 500m の範囲で確認すると，市街化区域内の老年人口の約

82％（約 6.5 万人）をカバーし，地域の高齢者にとって利便性が高い状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-11 高齢者介護施設（通所系）の分布状況と老年人口カバー率 
 
 
 

 

出典：人口は R2 国勢調査，施設は R4 函館市調査

※３ 

※４ 

※３ 利用者が施設に通い食事や入浴など日常生活上の介護や機能訓練等を受ける介護施設 

※４ 都市構造の評価に関するハンドブック（H26.8 国土交通省）を参考に設定 
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（3） 子育て支援施設 

子育て支援施設（保育園，幼稚園，認定こども園，認可外保育園）の立地場所について

は，一般的な徒歩圏であるその施設から半径 800ｍの範囲で確認すると，市街化区域内人

口の約 92％（約 20.7 万人）をカバーし，地域住民にとって利便性が高い状況にありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-12 子育て支援施設の分布状況と人口カバー率 

 

  

出典：人口は R2 国勢調査，施設は R4 函館市調査

※２ 
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（4） 商業施設 

商業施設（百貨店，ショッピングセンター，総合スーパー）の立地場所については，一

般的な徒歩圏であるその施設から半径 800m の範囲で確認すると，市街化区域内人口の

約 86％（約 19.4 万人）をカバーし，また，これらの施設にコンビニエンスストアを含め

た場合は，市街化区域内人口の約 98％（約 22.1 万人）をカバーしており，地域住民にと

って利便性が高い状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-13 商業施設の分布状況と人口カバー率 

 

【分析結果】 

・医療，子育て支援，高齢者介護，商業のいずれの施設も，現況では徒歩圏内に 

あり利便性が高い状況にありますが，将来的に利用圏人口の減少が予想されます。 

⇒商業施設をはじめ市民生活に必要とされる施設の存続が困難になることが懸念

されます。 

出典：人口は R2 国勢調査，施設は R4 函館市調査

※２ 
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２-４ 公共交通の利用者の動向 
 

（1） 公共交通の利用者数 

本市の公共交通は，路面電車や路線バス，タクシーのほか鉄道で構成され，通勤や通学， 

買物，通院など，市民生活に欠く

ことのできない移動手段ですが，

自家用車の普及や道路網の整備

のほか，人口移動や人口減少が

相まって，路面電車・路線バスの

利用者数は，1986（昭和 61）

～2015（平成 27）年の約 30

年間で路面電車が約 5 割，路線

バスが約 7 割も減少しています。 

 

（2） 公共交通の利用圏 

公共交通の利用圏については，鉄道

駅・路面電車停留場から半径 800m，

バス停留所から半径 300m の範囲を

徒歩圏としてそれぞれ確認すると，市

街化区域内人口の約 93％（約 21.0

万人）をカバーし，地域住民にとって

利便性が高い状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

【分析結果】 

・公共交通機関の乗降場所は現況では徒歩圏内に設置され，利便性が高い状況となっ

ていますが，利用者数は大幅に減少しているとともに，将来的には利用圏人口の減

少が予想されます。 

⇒路線の維持が困難となり，高齢者等をはじめとした市民の生活に必要な移動手段 

の確保への影響が懸念されます。 

出典：函館市統計書 

図 2-14 路面電車・路線バス利用者数の推移 

 図 2-15  公共交通網の人口カバー率 

※2020（R2）年は新型コロナウイルス 
感染症の影響による減少 

出典：人口は R2 国勢調査，駅等は R4 函館市調査 

※ 

※ 

※ 都市構造の評価に関するハンドブック（H26.8 国土交通省）を参考に設定 
 

（S61） 
 

（R2） 
 

（H27） 
 



 

 － 15 －

 

２-５ 経済活動の動向 

（1） 事業所数・従業者数 

市街化区域内の事業所および従業者の分布状況は，主に函館駅前・大門地区や本町・五

稜郭・梁川地区，美原地区などの商業・業務拠点と，これらの地区を結ぶ路面電車沿線の

地域に集中しており，これらの地区が地域経済活動の中心的なエリアとなっています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-16 2014（平成 26）年 

全産業事業所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  図 2-17 2014（平成 26）年 全産業従業者数 

出典：経済センサス（H26） 

 

出典：経済センサス（H26） 
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（2） 商業 

2021（令和 3）年における小売業の事業所数は，1997（平成 9）年と比較して約 5

割減少し，また従業者数も約 3 割減少しているほか，売場面積については，ほぼ横ばいに

あるものの，年間商品販売額については約 3 割減少しており，厳しい経営環境にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-18 小売業の事業所数・従業者数 

出典：商業統計（Ｈ9～19，H26），経済センサス（H24，H28，R3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-19 小売業の年間販売額・売場面積 

出典：商業統計（Ｈ9～19，H26），経済センサス（Ｈ24，H28，R3） 

 

 

 

 

 

 

 

【分析結果】 

・事業所数・従業者数の大幅な減少にあわせて年間販売額も減少しており，厳し

い経営環境のもとで地域経済の規模が縮小しています。 

⇒人口減少により販売額の減少が続くと事業所や売場面積も減少し，地域経済へ

の影響に加え，商業業務拠点などの商店街を中心とする地域コミュニティの衰

退や賑わいの低下も懸念されます。 

（H9） 
 

（R3） 
 

（H9） 
 

（R3） 
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（3） 地価 

地価の動向は，2010（平成 22）年の平均 61,400 円/㎡に対し，2020（令和 2）年

には，平均 52,000 円/㎡と，10 年間で約 15％下落しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-20 地価の状況 

2010（平成 22）年 

 

 

 

 

 
 

表 2-4 平均地価(円/㎡) 
 
 
 

 

 

 

 

図 2-21 地価の状況 2020（令和 2）年 

出典：国土数値情報（地価公示） 

 

 

 

 

 

 

 

 
2010 年 

(平成22 年) 

2020 年 

(令和2 年) 

住宅地 49,000 39,700 

商業地 87,200 69,900 

全用途 61,400 52,000 

 

【分析結果】 

・人口減少や経済活動の低下により土地需要も相対的に低下し，地価の下落や空地 

の増加の一因になっていることがうかがえます。 

⇒さらなる人口減少により地価下落や空地・空家が増加し，地域経済の衰退や生活 

環境への影響が懸念されます。 

出典：国土数値情報（地価公示） 
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２-６ 市の財政状況 
 

本市の歳入は，類似団体と比べると自主財源が少なく，市税は全体の約 2１％(31３億円)に

とどまっています。また，市税のうち固定資産税と都市計画税の合計が約 47%を占めており，

これらは主に市街化区域内の土地や建物から得られている税収であることから，人口減少により

建物数の減少が進むことで税収が大きく減少することが懸念されます。 

歳出は，福祉等に支出される扶助費（499 億円）が最も多くを占め，また，今後多くの公共

施設や道路等のインフラが改修・更新時期を迎えることから，今後 40 年間での更新経費総額は

約 9,057 億円と推計され，年間あたりの更新経費が大きく増加するものと見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 2-22 財政の状況(歳入)  

 

  図 2-23 財政の状況(歳出) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-24 市税の内訳 図 2-25 公共施設等の更新経費の見込み 
出典：函館市公共施設等総合管理計画 
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更新経費（実績） 公共施設（見込み） インフラ施設（見込み）

過去５年間の平均 今後４０年間の平均

４０年間の更新経費総額 約9,057億円

過去５年間の平均

約155億円

億円

１年あたりの更新経費

約227億円

主に市街化区域から得ている収入 

【分析結果】 

・自主財源が少なく，福祉等に支出される扶助費の割合が高くなっています。また， 

公共施設等の更新経費が増大していきます。 

⇒人口減少に伴う市税等の自主財源の減少や，公共施設等の更新経費の増大による

財政力の低下が懸念されます。 

令和３年度決算額 令和３年度決算額 
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２-７ 自然災害区域の状況 

 

（1） 土砂災害 

土砂災害の危険性が高い土砂災害警戒区域および特別警戒区域に指定されている場所は，

函館山の周辺および湯川地区の北部に分布しています。また，急傾斜地崩壊危険区域に指

定されている場所は，函館山周辺に加えて函館空港周辺の地域に分布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-27 急傾斜地崩壊危険区域 

図 2-26 土砂災害警戒区域 

・特別警戒区域 
（R5.4.1 現在） 

（R5.4.1 現在） 
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（2） 津波・洪水 

津波災害警戒区域に指定されている場所は，市街化区域の南西部を中心とする範囲とさ

れています。また，洪水浸水想定区域については，松倉川・鮫川および常磐川・石川水系の

周辺を中心とする範囲とされています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-29 洪水浸水想定区域図 

出典：函館市洪水ハザードマップ 

（H30.9 作成） 

図 2-28 津波災害警戒区域図 

出典：函館市津波ハザードマップ 

（R4.9 作成） 

【分析結果】 

・土砂災害の恐れがある区域や津波災害警戒区域，洪水浸水想定区域は市街化区域 

の広い範囲に及んでいます。 

⇒自然災害の恐れがある区域にも，将来的に一定の居住人口が見込まれます。 
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２-８ 都市構造の評価 
 

本市の都市構造について，評価分野ごとの各指標を偏差値にして，人口規模が類似する他都市

の平均と比較した結果は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-30 都市構造評価指標のレーダーチャート 

 

表 2-5 都市構造の評価 

評価分野 分析結果 

生活利便性 

・医療・福祉・商業施設や公共交通機関の徒歩圏人口カバー率は高く，生活

利便性が高い状況にある。また，これら施設の利用圏平均人口密度も高い

状況にあり，一定の存続性を有している状況にある。 

健康・福祉 

・歩道整備率については類似都市の平均を若干下回るものの，その他の指標

においては平均を上回っており，生活サービス機能が徒歩圏に充足し，市

民が歩いて回遊する環境が形成されている。 

安全・安心 
・空家率は類似都市の平均より若干高く，今後の住環境や治安悪化が懸念さ

れる。 

地域経済 

・都市全域の小売商業床面積当たりの売上高と平均住宅宅地価格が類似都

市の平均を下回っており，今後の人口減少により，更なる小売市場規模の

縮小と地価の下落が懸念される。 

行政運営 
・市民一人当たりの税収額が類似都市の平均を下回っており，産業の活性化

や地価の維持等による安定的な税収の確保が必要とされている。 
 

出典：都市モニタリングシート（国土交通省公表資料，R5.8 時点）により作成 

生活利便性 

健康・福祉 

地域経済 

行政運営 

エネルギー・低炭素 

安全・安心 
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２-９ 都市構造上の課題 
 

都市構造の現状分析結果から，今後のまちづくりを進めていくうえでの課題は以下のとおり

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 2-31 函館市の現状と課題 

３．公共交通の維持・確保 

○今後の高齢社会においても，市民の移動手段が確保されるよう，公共交通

を軸としたコンパクトなまちづくりを推進するため，持続可能な公共交通

ネットワークを構築することが必要 
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本計画の策定にあたり，市民の今後のまちづくりに関する意見を反映したものとするために

実施したアンケート調査の結果は，次のとおりです。 
  

３-１ アンケート調査の概要 
 

調査期間：平成 28 年 9 月 7 日～26 日 

調査対象：都市計画区域内に居住する 18 歳以上の男女を無作為に抽出 

配布枚数：4,000 票+市ホームページ閲覧者による追加回答 

回答数 ：1,512 票（回答率 37.3％） 

【郵送】1,457 票【電子】55 票 

回答者属性：性別 男性 46％，女性 54％ 

年齢 18～29 歳 10％  50～59 歳 17％ 

   30～39 歳 13％  60～69 歳 23％ 

   40～49 歳 15％  70 歳以上  22% 
 

３-２ 調査結果 
  

Ｑ.1 日常生活において，現在お住まいの地域をどう思いますか【高齢者にとって】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章 市民のまちづくりに関する意識 

①のうち，路面電車沿線地

①外環状線（産業道路）以南 ②外環状線（産業道路）以北 

【分析結果】 

・外環状線（産業道路）を境にした南側と北側の市街地の暮らしやすさを比較す

ると，高齢者にとっては南側の市街地の方が暮らしやすいとされ，特に公共交

通の選択肢が多い路面電車沿線地域は，他地域と比較して暮らしやすさの評価

が高くなっています。 

市民のまちづくりに関する意識 第 3 章 
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Ｑ2. 自宅周辺にどのような施設があれば良いと思いますか（3 つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Ｑ3． 将来，どのような環境の場所に住みたいと考えていますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45%

37%

33%

32%

31%

21%

18%

17%

16%

6%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

商店街，スーパーマーケット，ドラッグストアなど

医療施設

運動施設，公園

バス停留所，電車停留場，ＪＲ駅

金融機関

デパートなどの大規模商業施設

教育文化施設

コンビニエンスストア

社会福祉施設

子育て支援施設

その他 ｎ=1,449 

ｎ=1,471 

【分析結果】 

・日常生活に欠かせない商業施設や医療施設，運動施設・公園，公共交通機関の 

ニーズが高くなっています。 

【分析結果】 

・生活利便施設が充実したまちの拠点を中心としたエリアと，公共交通の利便性 

が高いエリアにおいて，居住ニーズが高いものとなっています。 

・特に 29 歳以下の世代については，生活利便施設が充実した，まちの拠点を中 

心としたエリアでの居住ニーズが約 6 割と高いものとなっています。 



 

 － 25 －

【分析結果】 

・今後のまちづくりについては，交通利便性の高いエリアに生活利便施設を集約 

 して，便利で住みやすい生活環境を実現すべきとの意見が全体の約 7 割を占め 

 ています。 

 

Ｑ4. 今後，人口減少・少子高齢化が進むことで生活に最も影響があると思うものはどれですか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

Ｑ5. 今後，人口減少・少子高齢化に対応するため，どのようなまちづくりを行っていくべき 

だと思いますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28%

26%
23%

12%

9%

2%

働き手の減少により，医療・福祉・商業等のサービス提供が難しくなる

道路や上・下水道等の維持・更新に必要な，市民一人あたりの費用負担が増大する

売上げの減少により，スーパーや商業施設等が撤退する

路線バス，市電等の公共交通の運行本数・路線数が少なくなる

病院，学校，図書館等の公共公益施設が統廃合される

その他

20%

19%

23%

30%

31%

37%

27%

33%

30%

25%

26%

17%

27%

20%

25%

25%

24%

20%

13%

10%

8%

12%

10%

17%

11%

16%

11%

6%

8%

7%

3%

3%

3%

2%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１８～２９歳 (n=151)

３０～３９歳 (n=191)

４０～４９歳 (n=231)

５０～５９歳 (n=256)

６０～６９歳 (n=334)

７０歳以上 (n=314)

働き手の減少により，医療・福祉・商業等のサービス提供が難し

くなる

道路や上・下水道等の維持・更新に必要な，市民一人あたりの費

用負担が増大する

売上げの減少により，スーパーや商業施設等が撤退する

路線バス，市電等の公共交通の運行本数・路線数が少なくなる

病院，学校，図書館等の公共公益施設が統廃合される

その他

ｎ=1,480 

ｎ=1,470 

【分析結果】 

・人口減少と高齢化が与える影響として，様々な生活サービス水準の低下と， 

 都市経営コストの一人当たりの費用負担の増加が懸念されています。 
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４-１ 立地の適正化に関する基本的な方針 
 

（1） 今後のまちづくりの主な課題 

「2-9 都市構造上の課題」での整理のとおり，都市構造の現状分析結果から，本市の

今後のまちづくりを進めていくうえでの主な課題は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 立地適正化によって目指す都市像 

今後のまちづくりの主な課題を踏まえ，今後の人口減少や少子高齢化が進む状況のなか

でも持続可能な都市経営ができるまちづくりを進めていくため，本計画に基づく居住や都

市機能の立地の適正化により目指す都市像を以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 4 章 立地適正化計画 立地適正化計画 第 4 章 

１.人口密度と生活サービス機能の維持・充実 

人口減少や高齢化のさらなる進展が見込まれる市街地については，安心・安全な生活環境や徒歩

圏内における生活サービス等が持続的に確保されるよう，居住機能や都市機能の集約化が必要 
 

２.行政コストの低減 

労働人口の減少等により財政力が低下した状況においても，持続可能な行政運営が可能となる

よう，類似公共施設の集約化や生活インフラの維持管理費縮減など，行政コストの低減が必要 
 

３.公共交通の維持・確保 

今後の高齢社会においても，市民の移動手段が確保されるよう，公共交通を軸としたコン

パクトなまちづくりを推進するため，持続可能な公共交通ネットワークを構築することが必

要 

将来にわたって 豊かで快適な 

「歩いて暮らせるコンパクトなまち」 

一定のエリアに居住機能と都市機能が集約し，徒歩や公共交通の 

利用により，生活サービスの提供が受けられるコンパクトなまち 

コンセプト（目指す都市像） 

効率的・効果的な行政運営により 

安心して住み続けられる 

様々な都市機能が充実し 

利便性が高く暮らしやすい 
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（3） 今後のまちづくりの方向性 

立地適正化によって目指す都市像の実現に向けた今後のまちづくりについては，現在の

「函館市都市計画マスタープラン」における土地利用の方針を基本に，「コンパクトシティ・

プラス・ネットワーク」のまちづくりを進めるうえで密接な連携が必要となる「函館市地

域公共交通計画」における公共交通の方向性や，今後のまちづくりに関する市民の意識を

踏まえ，各種都市機能が集積しているものの，人口密度の低下が懸念される「外環状線（産

業道路）沿道から南側の区域」に居住機能・都市機能の集約化を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 今後のまちづくりに関する市民の意識 

交通利便性の高いエリアに生活利便施設を集約して，便利で住みやすい生活環境を実現すべき 

 

 

■ 「目指すべき将来の公共交通ネットワーク」イメージ（函館市街部） 

■ 「土地利用の方針」 

出典：函館市都市計画マスタープラン 

出典：函館市地域公共交通計画 
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（4） 実現に向けた施策の方向性 

立地適正化によって目指す都市像の実現に向けた施策の方向性について，以下のとおり

設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，この方針に基づく取組は，持続可能な開発目標（SDGｓ）のうち「１１ 住み

続けられるまちづくりを」と関連するものであり，本計画の推進が SDGｓの推進に資する

ものと考えます。 

 

 

 

 

方針２：公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進 
 

→必要な施設機能の維持に配慮しながら，保有総量の縮減や施設の長寿命化に必要な 

施設の保全や修繕を計画的に進めます。 

方針３：将来にわたって持続可能な公共交通ネットワークの構築 
 

→誰もがわかりやすく，便利で利用しやすい，将来にわたって持続可能な公共交通ネッ 

トワークの構築に必要な取組を進めます。 

方針 1：効率的で持続可能なまちづくりの推進 
 

→人口減少のなかでも，生活サービスや地域コミュニティが持続的に確保されるよう， 

一定のエリアにおいて人口密度を維持する居住誘導の施策を進めます。 

→公共交通の利便性が高く，都市機能が集積している現在の商業・業務拠点を中心と 

したエリア内の生活サービス機能の維持または増進に必要とされる施策を進めます。 

SDGｓ：持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）の略で，2015 年 9

月に国連サミットで採択された，持続可能な世界を実現するための 17 の目標と 169 のタ

ーゲットで構成された 2030 年までの先進国を含む国際社会共通の目標です。 
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４-２ 居住誘導区域 
 

（1） 設定方針 

本市の市街化区域内の人口密度は，2020（令和 2）年度末時点で 47 人/ha と，類似

の人口規模の他都市と比べ高い人口密度にあり，比較的コンパクトにまとまって形成され

ていますが，今後の人口減少のさらなる進展によって 2040 年には，その人口密度が 32

人/ha にまで低下すると推計され，市民の日常生活を支える医療，福祉，商業などの生活

サービスの提供などが困難になっていくことが懸念されます。 

このようなことから，居住誘導区域については，人口減少のなかにあっても，市民生活

の利便性を維持した持続可能な市街地の形成に向け，一定の人口密度を維持する区域とし

て，函館市都市計画マスタープランの土地利用方針において位置づけられている「外環状

線（産業道路）沿道から南側の区域で，中密度の一般住宅地と高密度の高度利用住宅地」

を基本とした区域に設定します。 

■市街化区域内の人口密度比較（2020（令和 2）年度末時点） 

 本 市 旭川市 青森市 盛岡市 秋田市 郡山市 いわき市 

面 積（ha） 4,787 7,957 5,011 5,230 7,586 6,886 10,101 

人 口（万人） 22.6 31.8 23.6 25.8 28.0 27.1 27.4 

人口密度（人/ha） 47 40 47 49 37 39 27 

 

（2） 居住誘導区域から除外する区域 

（１）の設定方針で対象とした居住誘導区域のうち，以下に掲げる区域については，居

住に適さない区域として除外します。 

① 住宅の立地を制限している区域 

 

② 主に工業の業務の利便の増進を図る区域 

 
  

○工業専用地域 

○住宅建築規制のある特別用途地区（第一種特別工業地区）・地区計画（西桔梗南地区）の区域 

○臨港地区 

○保安林の区域 

○函館公園，五稜郭公園，千代台公園 

○工業地域 

出典：国勢調査（R2），国土交通省公表資料（都市計画現況調査）をもとに作成 
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③ 災害リスクの高い区域 

 

＜その他の災害リスクがある区域の取扱いについて＞ 

土砂災害警戒区域や津波災害警戒区域，洪水浸水想定区域については，都市計画運用指針にお

いて，災害リスクや警戒避難体制の整備状況などを総合的に検討したうえで，居住誘導区域の設

定を行うこととされています。 

本市では，地域防災計画に基づき，これまでも，ハザードマップの作成および配布による避難

意識の啓発のほか，津波避難計画の作成や津波避難ビルの指定，防災無線の整備などにより，警

戒避難体制の整備に取り組んできたところであり，今後も本章「4-5 防災指針」に基づき様々

な防災・減災対策を講じていくことから，これらの区域については，居住誘導区域に含めること

とします。 

 

（3） 居住誘導区域の設定 

（１），（２）の考え方に基づき，居住誘導区域を以下のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○土砂災害特別警戒区域 

○急傾斜地崩壊危険区域 
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（4） 居住誘導に関する施策 

① 函館山山麓地域における住宅市街地の再生  

敷地の未接道や狭隘などの課題を有する函館山山麓地域において，地域の特性や課題

に応じたきめ細かい事業の実施により，函館発祥の地にふさわしい住宅市街地として再

生します。 
 

○ 西部地区再整備事業の推進 

○ 街区内道路の整備や敷地の集約化の促進 

○ 学校跡地等を活用した良質な住宅の供給促進 

○ 地域自らが行う持続可能なまちづくりへの支援の検討 

○ 不動産協会との協定の締結による官民連携体制の構築 

 

 

 

 

② 公的不動産の有効活用による宅地・住宅の供給促進  

統廃合施設や学校跡地などの公的不動産を有効活用し，良質な宅地や住宅の供給を促

進します。 
 

○ 「公共施設等総合管理計画」等に基づく施設の統廃合等の推進 

○ 学校跡地に耐用年限を迎えた既存の複数の市営住宅を統合整備 

○ 学校跡地等を活用した良質な住宅の供給促進（再掲） 

 

 

 

 

③ 空家の利活用の促進  

空家の再利用にかかる費用の補助・支援や，需要と供給のマッチングの促進により，

その利活用を促進します。 
 

○ 空家の改修に係る補助制度拡充の検討 

○ 「住宅セーフティネット制度」を活用した空家等の有効活用についての検討 

○ 北海道の「空き家情報バンク」や一般社団法人移住・住みかえ支援機構の「マイホー

ム借上げ制度」等の周知および活用促進 

○ 空家等実態調査の実施 

○ 不動産協会との協定の締結による官民連携体制の構築（再掲） 
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④ まちなかへの居住促進  

賃貸住宅における家賃の一部補助や住宅の取得費補助などにより，まちなかへの居住

を促進します。 
 

○ 「ヤングファミリー住まいりんぐ支援事業」の活用により若年層の定住化を促進 

○ 空家の建替えや跡地の活用に係る新たな支援策の検討 

○ 都市構造再編集中支援事業の推進 

○ まちなか住宅建築取得費補助金による居住誘導の促進 ※都市構造再編集中支援事業の一部 

 

 

 

 

⑤ 美しい町並みの形成によるまちの魅力向上  

歴史と景観に配慮したデザイン性の高い美しい町並みの形成をめざす「ガーデンシテ

ィ函館」を推進し，まちの魅力を向上させます。 
 

○ メインストリート等での道路美装化や植栽整備の推進 

○ 都市構造再編集中支援事業の推進（再掲） 

○ まちなかウォーカブル推進事業の推進 

○ 景観に配慮した建築物や屋外広告物等の誘導 

 

 

 

 

⑥ 土地・不動産の流通円滑化の支援 

事業者，土地所有者，建設業者など関係者間の連絡調整や情報共有を促進することに

より，未利用・低利用の土地や不動産の流通の円滑化と事業化を支援します。 
 

○ 市・不動産業界・建設業界等の連携による不動産流通円滑化に係る相談・支援制度の

検討 

○ 小規模・連鎖的な土地利用の促進を図る不動産流通事業等の検討 
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４-３ 都市機能誘導区域 
  

（1） 設定方針 

都市機能誘導区域は，日常生活に必要な都市機能の充実による居住誘導区域への居住の

誘導や人口密度の維持による都市機能の持続性の向上を図るため，居住誘導区域内におい

て一定程度の都市機能が充実している商業系用途地域に指定されている区域や，中心市街

地活性化基本計画に基づく中心市街地の区域を基本に設定します。 

 

（2） 都市機能誘導区域の設定 
 
 

① 中心市街地地区 

本地区は，鉄道，路面電車，路線バスなどの公共交通の結節点を含んでおり，本市の中心

市街地として，医療，福祉，商業，文化・交流，教育，行政等の都市機能が集積しているこ

とから，商業系用途地域と函館駅前交差点・本町交差点から一般的な徒歩圏である半径 800

ｍのエリアを包含するエリアおよび中心市街地の区域を基本として都市機能誘導区域を設

定します。 
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② 美原地区 

本地区は，美原地区の生活拠点として，医療，福祉，商業，文化・交流，行政機能等が充

実し，郊外路線を含む路線バスの結節点となっていることから，商業系用途地域や美原交

差点から一般的な徒歩圏である半径 800ｍのエリアを基本として都市機能誘導区域を設

定します。 
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③ 湯川地区 

本地区は，道内有数の温泉保養地である湯の川温泉街だけではなく，湯川地区の生活拠

点として，医療，福祉，商業，文化・交流，行政機能等が充実し，路面電車と路線バスの結

節点となっていることから，商業系用途地域や路面電車停留場から半径 500ｍのエリアを

基本として都市機能誘導区域を設定します。 
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④ 十字街地区 

本地区は，函館発祥の地で，開港以来の歴史的遺産や特有の文化の蓄積が多くみられる

都市景観形成地域を中心としたエリアの生活拠点として，医療，商業，文化・交流，行政機

能等が充実し，路面電車や路線バスにより容易にアクセスできることから，商業系用途地

域や十字街交差点から半径 500ｍのエリアを基本として都市機能誘導区域を設定します。 
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（3） 居住誘導区域・都市機能誘導区域の概要 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 居住誘導区域・都市機能誘導区域 

 

表 4-1 居住誘導区域・都市機能誘導区域面積表 

 面積 （参考）R2 人口 

 都市計画区域 14,454 ha 2４万１千人 

  市街化区域 4,787 ha 2２万６千人 

   居住誘導区域 
2,677 ha 

 
※市街化区域面積の約 56％ 

1４万 2 千人 

   都市機能誘導区域 
643 ha 

 
※市街化区域面積の約 13％ 

※居住誘導区域面積の約 24％ 
3 万１千人 

出典（面積）：都市計画区域・市街化区域は R4 告示面積，居住誘導区域・都市機能誘導区域は GIS により算定 

出典（人口）：都市計画区域・市街化区域は R2 国勢調査，居住誘導区域・都市機能誘導区域は R2 国勢調査の 

結果をもとに GIS により算定 
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（4） 誘導施設の設定 

① 誘導施設の配置の基本的な考え方 

都市の居住者の共同の福祉や利便に資する医療，福祉，商業などの都市機能を増進す

る施設については，自宅周辺のかかりつけ医院や食品スーパー，コンビニエンスストア

などといった「身近な都市機能増進施設※1」と，一定の検査や手術など高度な医療を受

けることのできる中・大規模病院，多種多様な商品を取り扱い，飲食店やイベントスペ

ースなどを複合する大型商業施設などといった「高次の都市機能増進施設」の 2 つに大

きく分けられます。 

このうち「高次の都市機能増進施設」については，都市機能誘導区域内での立地が望

ましいことから，これらの施設を都市再生特別措置法に基づく「誘導施設」として，そ

れぞれの地区特性や施設の充足状況などを勘案しながら配置するものとします。 

また，「身近な都市機能増進施設」については，日常生活圏ごとに必要な施設である

ため，特定の区域に集約せず，計画対象区域全域に配置するものとします。 
 

※1：身近な都市機能 

増進施設 

医療：かかりつけ医院・医療モール等 福祉：子育て支援施設，高齢者福祉施設 

商業：食料・日用品店舗 金融：銀行・郵便局等 教育：小学校・中学校 

 

② 誘導施設の設定 

都市機能誘導区域における「高次の都市機能増進施設」については，現状概ね充足して

いる状況にありますが，今後の人口減少のなかにあってもこれらの施設を維持していくこ

とを基本に，立地が必要な「誘導施設」を設定します。 
 

表 4-2 都市機能誘導区域ごとの誘導施設の設定  

区分 誘導施設 中心市街地地区 美原地区 湯川地区 十字街地区 

行政 

市役所本庁舎 ●    

市役所の支所等 ※1  ● ● ● 

国・道の行政施設 ※2 ● ●   

医療 
中・大規模の病院（一般病床１００床以上） ● ● ● ● 

地域医療を支援する施設 ※3 ●    

福祉 福祉センター等 ※4 ● ● ● ● 

商業 大規模集客施設 ※5 ● ● ●  

文化・交流 

文化（音楽）施設 ※6 ● ● ● ● 

コンベンション施設 ※6 ● ● ● ● 

美術館・図書館 ※7 ●    

各種都市機能複合施設 ※8 ● ● ● ● 

教育 高等教育施設 ※9 ● ● ● ● 

 

 

 

 

 

 

 

※1：市役所の支所，企業局の主たる事務所，保健所 
※2：年金事務所，税務署，法務局，裁判所，公共職業安定所，警察署，総合振興局その他市民の日常生活に関連する行政

窓口を有する施設 
※3：かかりつけ医院等が共同で利用する医療機器を備えた健診検査センター，夜間の初期救急医療を行う施設 
※4：総合福祉センター，老人福祉センター(同等の機能を有するものを含む)，療育・自立支援センター，総合保健センター 
※5：建築基準法別表第 2（と）項第 6 号に掲げる施設（延べ床面積１万㎡を超える大規模な店舗や映画館，劇場など） 
※6：不特定多数の者が文化活動・音楽活動・会議・集会・大会の場として利用することができる施設で，利用可能な貸室

の床面積の合計が 500 ㎡を超えるもの 
※7：条例に基づき設置されるもの（図書館にあっては，地区図書室・配本所を除く） 
※8：都市の居住者の共同の福祉・利便に資する都市機能（医療，福祉，商業，文化・交流，教育など）を複合的に提供す

ることができる施設で，市民のほか観光客やその他の来訪客も含めた利用と交流により，まちの賑わいの創出に寄与
する施設（当該都市機能を提供する部分の床面積の合計が 500 ㎡を超えるものに限る） 

※9：学校教育法に規定する大学，高等専門学校，短期大学，専修学校 
※10：現在立地していない施設 

●：都市再生特別措置法に基づく「誘導施設」 

※10 

※10 

※10 
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（5） 都市機能誘導に関する施策 
 

① 民間事業者による誘導施設の整備に対する支援  

民間事業者による施設整備にあたり，国の支援制度等の活用を促進します。 
 

○ 国の支援制度等の周知および活用に対する支援 

○ 国の支援制度活用にあたっての市の一部支援の検討 

○ 容積率や建築制限の緩和等の都市計画変更の検討 

 

 

 

② 公共施設の統合等による誘導施設の整備の推進 

公共サービスの向上と持続可能な公共施設の維持・運営を図るため，市の公共施設跡

地等において，更新時期を迎えた既存施設の統合等による施設整備を推進します。 
 

○ 既存の福祉センター，老人福祉センター，児童館，青少年会館，公民館の統合施設を

整備  

 

 

 

③ 都市機能集積の基盤となる市街地整備の推進  

民間事業者による誘導施設の整備事業を促進するため，事業の受け皿となる街区再編

や道路整備等の市街地整備を推進します。 
 

○ 民間開発動向などを踏まえた基盤整備や市街地再開発事業等の検討 

○ 函館駅前東地区第一種市街地再開発事業の推進 

○ 都市構造再編集中支援事業の推進（再掲） 

○ 無電柱化の推進 

 

 

 

④ 公的不動産の有効活用による誘導施設の整備の促進  

統廃合された学校の未利用地や未利用施設などの公的不動産について，公共や民間に

よる誘導施設整備の事業用地として有効活用します。 
 

○ 学校跡地を活用した医療系専門学校，健診検査施設，病院の集約立地による民間医

療拠点整備 

○ 都市機能誘導区域内の大規模な跡地等の利用にあたり，「公共施設跡地等利用方針」

に基づき，区域内に誘導すべき施設としての利用可能性を確認のうえ検討 
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⑤ 中心市街地活性化事業の推進  

中心市街地における日常生活サービス機能の向上や商業機能の集積，にぎわいの創出

を図ります。 
 

○ 中心市街地地区における空き店舗の有効活用やイベント開催等に係る商店街支援 

○ 中心市街地地区における既存店舗の魅力向上等に向けた支援の検討 

○ 「はこだてグリーンプラザ」の有効活用等に係る検討 

○ 函館駅前東地区第一種市街地再開発事業の推進（再掲） 

○ 都市構造再編集中支援事業の推進（再掲） 

 

 

 

⑥ 土地・不動産の流通円滑化の支援（再掲） 

事業者，土地所有者，建設業者など関係者間の連絡調整や情報共有を促進することに

より，未利用・低利用の土地や不動産の流通の円滑化と事業化を支援します。 
 

○ 市・不動産業界・建設業界等の連携による不動産流通円滑化に係る相談・支援制度の

検討 

○ 小規模・連鎖的な土地利用の促進を図る不動産流通事業等の検討 
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４-4 公共交通ネットワーク 
 
 

（1） 公共交通ネットワークの考え方 

本市における公共交通ネットワークについては，「函館市地域公共交通計画」に基づき，

各種取組を推進していることから，本計画における公共交通ネットワークの考え方につい

ても同様とします。 
 

 

（2） 公共交通ネットワークに関する施策 

「函館市地域公共交通計画」に掲げるものと同様とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：函館市地域公共交通計画 
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４-５ 防災指針 
 

（1） 防災指針策定の背景と位置づけ 

気候変動の影響による近年の自然災害の頻発・激甚化を背景に，2020（令和 2）年に

都市再生特別措置法が改正され，本計画に「防災指針（都市の防災機能の確保に関する指

針）」を定める旨が規定されたところですが，本市においては，各種防災関連計画に基づき

防災施策を進めていることから，これら防災関連計画の中から本計画を推進するうえで重

要な事項を抽出し，連携・整合を図ったうえで同法に規定する「防災指針」として取りま

とめ，本計画に定めるものとします。 
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（2） 居住誘導区域内の災害リスクの把握 

居住誘導区域には，以下の災害ハザードエリア等が含まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，本市は，「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する

特別措置法」に基づき，同地震が発生した場合に著しい地震災害が生じるおそれがあるた

め，地震防災対策を推進する必要がある地域（地震防災対策推進地域）および同地震に伴

い津波が発生した場合に著しい津波災害が生じるおそれがあるため，津波対策を特別に強

化すべき地域（津波避難対策特別強化地域）に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害警戒区域 

 土砂災害が発生した場合に，住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあ

ると認められる土地の区域で，土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備

すべき土地の区域 （土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律） 

津波災害警戒区域 

 津波が発生した場合に，住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると

認められる土地の区域で，津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特

に整備すべき土地の区域 （津波防災地域づくりに関する法律） 

洪水浸水想定区域 

 河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域で，洪水時の円滑かつ迅速な避難を

確保し，または浸水を防止することにより，水災による被害の軽減を図るために指

定する区域 （水防法） 

大規模盛土造成地 

 安全性の確認が必要な大規模盛土造成地として国が調査・抽出したもので，優先

度を評価しながら，必要に応じて調査・対策等を講ずるエリア 

（大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン） 

 

出典：内閣府資料をもとに作成 
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（3） 居住誘導区域内の災害リスクの分析 

各種災害ハザードエリア等と居住誘導区域を重ね合わせて，災害の種類ごとに居住誘導

区域内の災害リスクを分析します。 

 

① 土砂災害警戒区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分析結果】 

・面積規模は小さいものの，一定の土砂災害リスクが分布しています。 

・土砂災害リスクに対しては，建物倒壊のおそれから，警戒区域外への立ち退き

避難が原則となります。 

⇒災害リスクの周知や避難意識の啓発，安全な避難場所・避難経路の確保，住民

等への情報伝達など，警戒避難体制の整備が重要となっています。 

⇒市内の高齢化の状況を踏まえると，自ら避難することが困難である者（避難行

動要支援者）への避難支援対策も重要となっています。 

  面積 住宅数 

 居住誘導区域 2,677 ha     約 4.4 万 棟    

 うち土砂災害警戒区域 21 ha     
※居住誘導区域の約 1％      

約 3 百 棟  
※居住誘導区域の約 1％     

 出典：R2 都市計画基礎調査の結果をもとに GIS により算定 

函館山周辺エリアに分布 

湯川町 2 丁目，戸倉町，高松町に分布 

西桔梗町，亀田本町に分布 

（R5.6 現在） 
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② 津波災害警戒区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住誘導区域の 40％が浸水します 

【分析結果】 

・津波災害リスクが広範囲かつ多数の者にわたっています。 

・津波災害リスクに対しては，建物倒壊のおそれから，水位にかかわらず，浸水

区域外または津波避難ビル等への立ち退き避難が原則となります。 

⇒災害リスクの周知や避難意識の啓発，安全な避難場所・避難経路の確保，住民

等への情報伝達など，警戒避難体制の整備が重要となっています。 

⇒市内の高齢化の状況を踏まえると，自ら避難することが困難である者（避難行

動要支援者）への避難支援対策も重要となっています。 

出典：R2 都市計画基礎調査の結果をもとに GIS により算定 

 
 面積 木造住宅※１ 

倒壊しにくい 3 階 

建て以上の住宅※2 

 居住誘導区域 2,677 ha － － 

 
うち津波災害警戒区域 

1,076 ha 
※居住誘導区域の約 40％ 

※約 91％が基準水位 1m 以上 

約 1.6 万 棟 
※浸水区域内の住宅の 

約 97％ 

約 5 百 棟 
※浸水区域内の住宅の 

約 3％ 

浸水区域内の倒壊しにくい 3 階建て以上の住宅※２ はわずか 3％です 

※１ 木造住宅は浸水 1m 程度から部分破壊を起こし始め，2m で全面破壊に至る。【出典：気象庁資料】 

※２ 鉄筋コンクリート造または鉄骨造で，新耐震基準※3 により建築された 3 階以上の部分に避難できる住宅 

（浸水 5m で 2 階まで水没【出典：国土交通省資料】） 

※３ 1981（昭和 56）年 6 月 1 日以後に工事に着手したもの（便宜上，建築年次が 1982 年以後のものを抽出） 

浸水区域内の住宅の 97％が倒壊リスクの高い木造住宅※１ です 

1ｍ以上浸水※１ する区域が 91％を占めています 

（R5.6 現在） 
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避難困難地域※４ の一部に，450m※５ 以内の距離に 

指定緊急避難場所がないエリアがあります 

※４ 浸水区域外までの距離が 450ｍ※５ 以上の地域 

※５ 津波の第１波が到達するまでの間に歩行困難者や身体障がい者等が徒歩で避難できる距離 

【分析結果】 

・避難困難地域の一部に，450ｍ以内の距離に指定緊急避難場所がない状況がみ

られます。 

⇒指定緊急避難場所の充実について検討する必要があります。 

出典：函館市津波避難計画 

（R5.6 現在） 
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③ 洪水浸水想定区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水区域内の住宅の 93％が 2 階建て以上であり，浸水区域の 98％が 

浸水深 3m 未満であることから，ほとんどの住宅においては，立ち退

き避難のほか，屋内安全確保（2 階への避難）も選択肢となり得る状況

となっています（浸水 3m で 1 階が水没【出典：国土交通省資料】） 

  面積 2 階建て以上の住宅 平屋建ての住宅 

 居住誘導区域 2,677 ha － － 

 
うち洪水浸水想定区域 

404 ha 
※居住誘導区域の約 15％ 

※約 98％が浸水深 3m 未満 

約 6.5 千 棟 
※浸水区域内の住宅の 

約 93％ 

約 5 百 棟 
※浸水区域内の住宅の 

約 7％ 

 出典：R2 都市計画基礎調査の結果をもとに GIS により算定 

一方で，面積規模は小さいものの，浸水深が 3ｍ以上となる区域も存在

し，また，平屋の住宅も一定数存在することから，立ち退き避難を余儀

なくされる状況もみられます 

（R5.6 現在） 
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【分析結果】 

・屋内安全確保（2 階への避難）も選択肢となり得る状況が大半を占めています

が，平屋の住宅も一定数存在するほか，一部に，2 階まで浸水する区域，長時

間（24 時間以上）にわたり浸水する区域，家屋の倒壊・流出のおそれのある区

域があることから，立ち退き避難を余儀なくされる状況もみられます。 

⇒災害リスクの周知や避難意識の啓発，安全な避難場所・避難経路の確保，住民

等への情報伝達など，警戒避難体制の整備が重要となっています。 

⇒市内の高齢化の状況を踏まえると，自ら避難することが困難である者（避難行

動要支援者）への避難支援対策も重要となっています。 

 
 

浸水継続時間が 

24 時間以上の 

住宅数 

家屋倒壊等氾濫想定

区域内の住宅数 

（氾濫流） 

家屋倒壊等氾濫想定

区域内の住宅数 

（河岸侵食） 

 居住誘導区域 約 9 百 棟 約 10 棟 約 3 百 棟 

 出典：R2 都市計画基礎調査の結果をもとに GIS により算定 

長時間（24 時間以上）にわたり浸水する区域や， 

家屋の倒壊・流出のおそれのある区域にも一定数 

の住宅が立地しています 

（R5.6 現在） 
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④ 大規模盛土造成地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西桔梗町，本通４丁目，山の手 2 丁目の 3 か所に分布 

【分析結果】 

・詳細な調査実施に係る優先度評価は比較的低いものの，居住誘導区域内の 3 か

所に大規模盛土造成地が分布しています。 

⇒状況の変化を注視しながら，今後の詳細な調査の必要性等について検討してい

く必要があります。 

  面積 

 居住誘導区域 2,677 ha         

 うち大規模盛土造成地 1 ha         
※居住誘導区域の約 0.04％    

 出典：GIS により算定 

（R5.6 現在） 



 

 — 50 —

⑤ 共通 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数の災害リスクが重複するエリア 

があります 

【分析結果】 

・最大クラスの災害リスク（日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震）が想定されて

いるほか，複数の災害リスクが重複するエリアがあります。 

⇒最大クラスの災害リスクや複数の災害リスクに備えた，総合的な防災・減災の

取組が必要となっています。 

・各種災害ハザードエリア内に多くの要配慮者利用施設※6 が立地しています。 

⇒施設利用者の避難の確保に関する計画の作成および避難訓練の実施を促し，要

配慮者の安全を確保していく必要があります。 

各種災害ハザードエリア内に 

多くの要配慮者利用施設※６

が立地しています 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策推進

地域および津波避難対策特別強化地域に指定されています 

 要配慮者利用施設 医療施設 社会福祉施設 学校 

 居住誘導区域 14 棟 234 棟 22 棟 

 うち津波災害警戒区域 11 棟 
※居住誘導区域の約 79％ 

195 棟 
※居住誘導区域の約 83％ 

10 棟 
※居住誘導区域の約 45％ 

 うち洪水浸水想定区域 5 棟 
※居住誘導区域の約 36％ 

 79 棟 
※居住誘導区域の約 34％ 

12 棟 
※居住誘導区域の約 55％ 

 うち土砂災害警戒区域 0 棟   1 棟 
※居住誘導区域の約 0.4％ 

 2 棟 
※居住誘導区域の約 9％ 

 

（R5.6 現在） 

※６ 防災上の配慮を要する者が利用する施設（医療施設，社会福祉施設，学校）で，津波災害警戒区域内， 

洪水浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に立地するもの 

出典：函館市資料（R5.6 現在） 
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⑥ 共通 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種災害ハザードエリア内には，多くの倒壊リスクの

ある空家※７ と，旧耐震基準により建築された建築物

（旧耐震建築物※８ ）が立地しています 

【分析結果】 

・各種災害ハザードエリア内には，多くの倒壊リスクのある空家※７ と，旧耐震基

準により建築された建築物（旧耐震建築物※８ ）が立地しています。 

⇒災害時においてはこれらが倒壊し，避難路（公道）が閉塞するおそれがあるこ

とから，避難の際の大きな支障となることが懸念されます。 

※7 「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定義される「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるお 

それのある状態」にあると認められるものをいう。 

※8 1981（昭和 56）年 5 月 31 日以前に工事に着手したもの（便宜上，建築年次が 1981 年以前のものを抽出） 

  倒壊リスクのある空家※７ 旧耐震建築物※8 

 居住誘導区域 約 2.3 百 棟 約 2.2 万 棟 

 うち津波災害警戒区域 約 1.5 百 棟 
※居住誘導区域の約 65％ 

約 1.0 万 棟 
※居住誘導区域の約 45％ 

 うち洪水浸水想定区域    約 20 棟 
※居住誘導区域の約  9％ 

約 0.3 万 棟 
※居住誘導区域の約 14％ 

 うち土砂災害警戒区域    5 棟以下 
※居住誘導区域の約  2％ 

2 百 棟以下 
※居住誘導区域の約 1％ 

 出典：倒壊リスクのある空家は函館市調査（R4 年度末時点） 

旧耐震建築物は R2 都市計画基礎調査の結果をもとに GIS により算定 

（R5.6 現在） 
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（4） 防災まちづくりの将来像と取組方針の設定 

「（3） 居住誘導区域内の災害リスクの分析」のとおり，本市においては通常の災害リ

スクのほか，日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震といった最大クラスの地震・津波災害リ

スクが想定されていることから，警戒避難体制の整備を軸とした災害対策とならざるを得

ない状況にあります。このような状況を踏まえ，以下のとおり防災まちづくりの将来像・

取組方針を設定します。 

 

【防災まちづくりの将来像・取組方針】 

 

 

 

 

（5） 課題に応じた具体的な取組と目標値の設定 

「（3） 居住誘導区域内の災害リスクの分析」の結果から課題を整理し，以下のとおり

各課題に応じた具体的な取組とその目標値を設定します。 

 

最大クラスの災害を見据えた「防災・減災のまちづくり」 

※１ 函館市強靭化計画，函館市地域防災計画，函館市津波避難計画，函館市水防計画，函館市避難行動要支援者支援計画 

※２ 函館市空家等対策計画 

※３ 函館市耐震改修促進計画 

短期
5年

中期
10年

長期
20年

【共通】立ち退き避難を余儀なく
される災害リスクがあり，特に津
波では，これが広範囲かつ多数の
者に及んでいます

各種防災関連計画※１に基づき，警戒
避難体制を整備します（災害リスク
の周知，避難場所・経路の確保，情
報伝達など）

函館市
強靭化計画

に準拠

【共通】自ら避難することが困難
である者への避難支援対策が重要
となっています

函館市避難行動要支援者支援計画に
基づき，要支援者の把握と個別避難
計画の作成を推進します

【把握率】
100％

【作成率】

100％

【津波】450ｍ以内に津波避難
ビル等がないエリアがあります

津波避難ビル等の充実に向けた検討
を進めます

津波避難
ビル等の
適正配置

【大規模盛土】詳細調査に係る
検討が必要となっています

優先度評価に従い詳細調査の必要性
等を検討します

調査の必要
性の整理

各種防災関連計画※１に基づき，防
災・減災対策を推進します

函館市
強靭化計画

に準拠

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震
対策推進計画を策定・運用します

推進計画の
策定・運用

【共通】災害ハザードエリア内に
要配慮者利用施設が多く立地して
います

要配慮者利用施設における避難確保
計画の作成および避難訓練の実施を
促します

函館市
強靭化計画

に準拠

【共通】倒壊リスクのある空家や
旧耐震建築物の倒壊によって避難
路(公道)が閉塞し，避難の際に大
きな支障となるおそれがあります

空家計画※２に基づく空家対策および

耐震化計画※３に基づく建築物の耐震
化を促進します

空家計画
および

耐震化計画
に準拠

取組期間
課題 課題に応じた具体的な取組 目標値

【共通】最大クラスおよび複数の
災害リスクに応じた総合的な防
災・減災の取組が必要となってい
ます
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５-1 推進に向けた取組 

本計画は，2018（平成 30）年から 2030 年までの 13 年間を計画期間としていますが，

これまで長い時間をかけてつくられてきた都市の規模・構造を，今後の人口減少や高齢社会に

対応した都市構造へと移行しようとするものであることから，その実現に向けては，さらに長

期的な取組が必要になるものと考えられます。 

このため，本計画で掲げた施策や人口密度の状況については，概ね５年毎に実施される都市

計画基礎調査や国勢調査などの調査結果を活用しながら定期的に検証するものとし，必要に応

じて適宜，計画の見直しを図ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-1 立地適正化計画の推進に向けた取組 

第５章 計画の評価 

将来にわたって 豊かで快適な 

「歩いて暮らせるコンパクトなまち」 

計画の評価 第 5 章 
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５-2 評価指標と目標値 

本計画の策定による効果を客観的かつ定量的に把握し，検証するための評価指標と目標値を定めます。 

評価指標については，①都市機能誘導，②居住誘導，③公共交通の区分ごとに定めます。 
 

 ■居住誘導に関する目標値  

評価指標 
計画策定時点 

2015 年（平成 27 年） 

現状 

2020 年（令和 2 年） 

目標値 

2030 年 

居住誘導区域内 

の人口密度 
56 人/ha 53 人/ha 45 人/ha 

※ 2040 年の居住誘導区域内の推計人口密度は 34 人/ha で，これを市街化区域の編入基準である 40 人

/ha とすることを将来目標としたうえで，2030 年の目標値については，計画策定時点（2015 年：56

人/ha）と将来目標（2040 年：40 人/ha）の線形補間を基に設定しました。  

 ■都市機能誘導に関する目標値  

評価指標 
計画策定時点 

2017 年（平成 29 年） 

現状 

2023 年（令和 5 年） 

目標値 

2030 年 

都市機能誘導区域内
における 

誘導施設の立地割合 

88.6％ 

（31/35） 

91.4％ 
（32/35） 

100％ 

※ 誘導施設の立地割合については，「都市機能誘導区域ごとに立地している誘導施設の種類の数の合計/都市

機能誘導区域ごとに設定した誘導施設の種類の数の合計」としました。 
 

 ■公共交通ネットワークに関する目標値  

本計画における公共交通ネットワークに関する評価指標，目標値，目標年次については，「函

館市地域公共交通計画」に掲げるものと同様とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

No 評価指標 現状値 目標値 

指
標
① 

公共交通利用者数の 

減少率と人口減少率 

の差 

公共交通利用 

者数の減少率 

＞人口減少率 

公共交通利用 

者数の減少率 

≦人口減少率 

（令和 10（2028） 

年度） 

指
標
② 

乗合バス事業 

経常収支率 

67.6% 

（令和元（2019） 

年度） 

75% 

（令和 10（2028） 

年度） 

指
標
③ 

主要交通結節点 

利用者数 

5,224 人/日 

（令和 3（2021） 

年度） 

5,750 人/日 

（令和 10（2028） 

年度） 

指
標
④ 

公共交通利用者の 

満足度 

22% 

（令和 4（2022） 

年度） 

30% 

（令和 10（2028） 

年度） 

指
標
⑤ 

公共交通ドライバーの 

確保に向けたイベント 

の参加人数 

－ 

30 人/回 

（令和 6（2024） 

～10（2028）年度） 

出典：函館市地域公共交通計画 
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第６章 届出制度 
 
 
 

６-１ 居住誘導区域外における事前届出（3 戸以上の住宅） 

居住誘導区域外における住宅開発等の動向を把握するため，居住誘導区域外の区域で以下の

行為を行おうとする場合には，その行為に着手する日の 30 日前までに市長への届出が義務付

けられます。なお，この届出に係る行為が居住誘導区域内における住宅の立地の誘導を図るう

えで支障があると認められるときは，届出者と協議・調整をし，必要に応じて勧告等を行うこ

とがあります（都市再生特別措置法第 88 条）。 

＜開発行為＞ 

 3 戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

 1 戸または 2 戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜建築等行為＞ 
 3 戸以上の住宅を新築する場合 

 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して 3 戸以上の住宅とする場合 

 

 

 

 
 

 

 

６-２ 都市機能誘導区域外における事前届出（誘導施設の立地） 

都市機能誘導区域外における誘導施設の立地動向を把握するため，都市機能誘導区域外で以

下の行為を行おうとする場合には，その行為に着手する日の 30 日前までに市長への届出が義

務付けられます。なお，この届出に係る行為が都市機能誘導区域内における誘導施設の立地の

誘導を図るうえで支障があると認められるときは，届出者と協議・調整をし，必要に応じて勧

告等を行うことがあります（都市再生特別措置法第 108 条）。 
 

＜開発行為＞ 
 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 

＜開発行為以外＞ 
 誘導施設を有する建築物を新築する場合 

 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

 

３戸の開発行為 

１戸の開発行為（1,300 ㎡） 

３戸の建築行為 

. 

２戸の開発行為（800 ㎡） 

１戸の建築行為 

出典：国土交通省資料をもとに作成 

届出制度 第 6 章 



 

 － 56 －

６-３ 都市機能誘導区域内における事前届出（誘導施設の休廃止） 

都市機能誘導区域内における誘導施設の立地動向を把握し，都市機能の維持に向けた取組の

機会を確保するため，都市機能誘導区域内に立地している誘導施設を休止または廃止しようと

する場合には，休止または廃止しようとする日の 30 日前までに市長への届出が義務付けられ

ます。なお，この届出に係る誘導施設が，新たな誘導施設の立地または立地の誘導を図るため，

当該届出に係る誘導施設を有効に活用する必要があると認められるときは，届出者と協議・調

整をし，必要に応じて助言・勧告等を行うことがあります（都市再生特別措置法第 108 条の

2）。 
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